
生野区役所地域担当職員設置要綱 

 

（目的）   

第１条 生野区の「地域力の復興」に向け、地域活動や地域の担い手による地域運営を支  

援し、地域課題の解決に向けて区民と協働した取組みを推進することを目的として、生  

野区役所に地域担当職員（原則として小学校の区域単位とし、複数区域の担当も可能と  

する。以下同じ。）を置く。   

 

（配置）   

第２条 地域担当職員は、区職員の中から区長が選任する。   

２ 地域まちづくり課長は地域担当職員の職務を統括する。   

 

（職務）   

第３条 地域担当職員は、担当する小学校区において、次の各号に掲げる活動を行う。   

(1) 地域の行事や地域活動に参加し、地域や地域活動の現状や課題を把握する。   

(2) 前号で得た情報や統計情報等に基づき、地域レポートを作成する。   

(3) 市や区の制度、事業、予算など、地域の活動に役立つ情報を提供する。   

(4) 地域が区に行う交付金の申請等について、助言・指導する。   

(5) 地域の主体的な連携・協働の取組みに必要な支援を行う。   

 

（地域担当連絡調整会議）   

第４条 第１条に定める目的に必要な連絡調整を行うとともに、地域担当職員相互間の情  

報共有を図るため、地域担当連絡調整会議を置く。   

２ 地域担当連絡調整会議は、区長、副区長、区政推進担当課長、地域まちづくり課長及  

び地域担当職員で組織する。   

３ 区長は、地域担当連絡調整会議を招集し、主宰する。   

４ 区長が必要と認めるときは、第２項に規定する者以外の者に会議に出席を求めること  

ができる。 

  

（連携）   

第５条 地域担当職員は、第１条に定める目的を達成するため、生野区課長会議や生野区  

行政連絡調整会議等を活用し、区役所内の各課、局、事業所、社会福祉法人大阪市生  

野区社会福祉協議会、財団法人大阪市コミュニティ協会生野区支部協議会その他区内関  

係機関と連携を図らなければならない。  

  



（協力）   

第６条 区長及び地域まちづくり課長は、第１条に定める目的を達成するために必要があ  

ると認めるときは、地域担当職員以外の職員に対して、協力または応援を求めることが  

できる。 

 

（庶務）   

第７条 地域担当職員の職務の遂行及び地域担当連絡調整会議の運営にかかる事務は、地  

域まちづくり課において行う。   

 

（補則）   

第８条 この要綱に定めるもののほか、地域担当職員に関して必要な事項は、区長が定め  

る。 

 

   

附則   

この要綱は、平成２３年５月２３日から施行する。   

 

附則   

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。   

 

附則   

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。   

 

附則   

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


